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新
た
な
テ
ロ
の
脅
威
を
示
し
た
オ
ウ
ム
真
理
教
等

「第７サティアン」と称した教団施設（平成７年、山梨）

１ 

無
差
別
大
量
殺
人
テ
ロ
を

　
　
行
っ
た
オ
ウ
ム
真
理
教

一　
教
団
の
創
立
と
変
遷

　

オ
ウ
ム
真
理
教
（
以
下
「
教
団
」
と
い
う
。）
は
、

昭
和
五
九
年
二
月
、麻あ

さ

原は
ら

彰
し
ょ
う

晃こ
う

こ
と
松ま
つ

本も
と

智ち

津づ

夫お

被

告
が
発
足
さ
せ
た
ヨ
ガ
・
サ
ー
ク
ル
「
オ
ウ
ム
神
仙

の
会
」
を
母
体
と
し
ま
す
。
六
二
年
七
月
、
名
称
を

「
オ
ウ
ム
真
理
教
」に
変
更
し
、平
成
元
年
八
月
に
は
、

東
京
都
知
事
か
ら
宗
教
法
人
の
認
証
を
受
け
て
、
宗

教
法
人
「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
と
し
て
設
立
登
記
を
行

い
ま
し
た
。

　

教
団
は
、昭
和
六
二
年
こ
ろ
か
ら
、機
関
誌
を
始
め

と
す
る
各
種
の
出
版
物
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、
カ
セ
ッ

ト
テ
ー
プ
等
を
宣
伝
に
利
用
し
、
積
極
的
な
組
織
拡

大
を
行
い
ま
し
た
。
特
に
高
学
歴
者
、
医
師
等
社
会

的
地
位
が
高
い
と
さ
れ
る
者
、
理
工
系
学
生
等
の
専

門
的
技
能
を
有
す
る
者
を
重
視
し
た
勧
誘
活
動
を
行

い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
活
動
の
結
果
、
教
団
の
構
成

員
は
、
平
成
七
年
三
月
ご
ろ
に
最
大
と
な
り
、
国
内

だ
け
で
約
一
万
人
を
超
え
て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
教
団
は
、
全
国
各
地
に
活
動
拠
点
を
設

け
、
七
年
三
月
の
時
点
で
は
、
山
梨
県
西
八
代
郡
上か

み

九く

一い

色し
き

村
の
「
サ
テ
ィ
ア
ン
」
と
称
す
る
大
規
模
施

設
及
び
出
家
信
者
の
居
住
施
設
群
の
ほ
か
、
二
○
数

か
所
の
本
部
及
び
支
部
を
設
置
し
て
い
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
及
び
ス
リ
ラ

ン
カ
に
支
部
を
開
設
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び
台

湾
に
関
連
会
社
を
設
立
し
て
い
ま
し
た
。

二　
テ
ロ
組
織
へ
の
変
質

　

教
団
は
、「
日
本
シ
ャ
ン
バ
ラ
化
計
画
」
と
称
し

て
「
理
想
郷
」
の
建
設
を
目
指
し
、そ
の
た
め
に
は
、

松
本
被
告
が
独
裁
者
と
し
て
統
治
す
る
祭
政
一
致

の
専
制
国
家
体
制
を
樹
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
し
て
、
政
治
団
体
「
真
理
党
」
を
結
成
し
、
平
成

二
年
二
月
の
衆
院
選
に
際
し
、
松
本
被
告
以
下
二
五

人
の
信
者
が
立
候
補
し
ま
し
た
が
、
全
員
落
選
し
ま

し
た
。
ま
た
、
同
年
五
月
、
熊
本
県
阿
蘇
郡
波
野
村

へ
進
出
し
ま
し
た
が
、
当
初
か
ら
地
元
住
民
に
よ
る

激
し
い
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
か
ら

一
一
月
に
か
け
て
の
熊
本
県
警
察
に
よ
る
強
制
捜
査

（
国
土
利
用
計
画
法
違
反
等
）
で
は
、
八
人
が
逮
捕

さ
れ
、
捜
索
差
押
え
は
三
二
か
所
に
及
び
ま
し
た
。

　

教
団
は
、
こ
れ
ら
を
「
国
家
権
力
に
よ
る
弾
圧
」

と
と
ら
え
、教
団
の
存
続
と
勢
力
拡
大
の
た
め
に
は
、

国
家
権
力
を
「
打
倒
」
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

し
て
、
自
動
小
銃
、
化
学
兵
器
等
を
開
発
し
量
産
す

る
こ
と
を
計
画
す
る
な
ど
、
テ
ロ
の
実
行
準
備
を
進

め
て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
教
団
は
、
六
年
六
月
ご
ろ
に
は
、
松
本
被

告
を
「
神
聖
法
皇
」
と
称
す
る
と
と
も
に
、
国
の
行

政
機
関
を
模
し
た
約
二
〇
の
「
省
庁
」
か
ら
な
る
省

庁
制
を
導
入
し
、
一
種
の
擬
似
国
家
の
体
裁
を
取
る

に
至
り
ま
し
た
。
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一
方
、
松
本
被
告
は
、「
最
終
解
脱
者
」
と
し
て

自
ら
を
「
尊
師
」
又
は
「
グ
ル
」
と
呼
称
さ
せ
、
信

者
に
絶
対
的
な
帰
依
を
求
め
ま
し
た
。
教
団
の
教
義

は
、同
人
が
既
成
宗
教
の
教
義
を
混
交
し
た
も
の
で
、

松
本
被
告
の
指
示
が
あ
れ
ば
、
ポ
ア
と
称
し
て
殺
人

さ
え
も
「
救
済
活
動
」
と
し
て
善
行
と
な
る
と
い
う

「
秘
密
金
剛
乗
（
タ
ン
ト
ラ
・
ヴ
ァ
ジ
ラ
ヤ
ー
ナ
）」

を
最
も
重
視
し
、
教
団
の
テ
ロ
組
織
化
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

三　
教
団
に
よ
る
テ
ロ
事
件

　

教
団
は
、
平
成
元
年
一
一
月
、
教
団
活
動
の
不
正

を
追
及
し
、
宗
教
法
人
認
証
の
取
消
し
を
求
め
る
活

動
を
続
け
て
い
た
弁
護
士
の
殺
害
を
計
画
し
、
横
浜

市
内
の
同
弁
護
士
宅
に
押
し
入
っ
て
、
同
弁
護
士
と

妻
及
び
長
男
の
命
を
奪
い
、遺
体
を
そ
れ
ぞ
れ
新
潟
、

富
山
及
び
長
野
の
山
中
に
埋
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
六
年
六
月
に
は
、
教
団
名
を
隠
し
て
取
得

し
た
土
地
を
め
ぐ
り
、
地
主
側
が
詐
欺
行
為
に
当
た

る
な
ど
と
し
て
長
野
地
方
裁
判
所
松
本
支
部
に
提
起

し
た
訴
訟
に
お
い
て
、
教
団
敗
訴
の
可
能
性
が
高
く

な
っ
た
こ
と
、
及
び
地
元
住
民
に
よ
る
進
出
反
対
運

動
等
を
受
け
、
か
ね
て
か
ら
研
究
開
発
と
量
産
を
進

め
て
い
た
サ
リ
ン
の
殺
傷
能
力
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
長
野
地
方
裁
判
所
松
本
支
部
の
裁
判
官
と
付
近

住
民
を
殺
害
す
る
こ
と
を
企
て
、サ
リ
ン
を
散
布
し
、

住
民
七
人
を
殺
害
、
一
四
四
人
を
負
傷
さ
せ
る
「
松

本
サ
リ
ン
事
件
」
を
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
松
本
被
告
は
、
教
団
幹
部
等
に
指
示

し
、
七
年
二
月
、「
公
証
役
場
事
務
長
逮
捕
・
監
禁

致
死
事
件
」
を
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
同

事
件
が
教
団
に
よ
る
犯
行
で
あ
る
と
の
報
道
が
連
日

な
さ
れ
、
松
本
被
告
は
、
近
く
警
察
に
よ
る
大
規
模

な
強
制
捜
査
が
実
施
さ
れ
る
と
の
危
機
感
を
抱
き
ま

し
た
。
こ
の
た
め
、捜
査
を
か
く
乱
さ
せ
る
目
的
で
、

教
団
幹
部
と
と
も
に
、
警
視
庁
等
の
官
庁
が
集
中
す

る
地
下
鉄
霞
ヶ
関
駅
に
向
か
う
東
京
都
内
の
地
下
鉄

三
路
線
、
計
五
本
の
電
車
内
に
サ
リ
ン
を
散
布
す
る

こ
と
を
計
画
し
、
松
本
被
告
の
指
示
を
受
け
た
教
団

幹
部
が
、
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
サ
リ
ン
混
合
液
約
五

な
い
し
六
リ
ッ
ト
ル
を
生
成
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
同
年
三
月
二
〇
日
、
実
行
役
五
人
が
、

新
聞
紙
で
包
ん
だ
サ
リ
ン
入
り
ナ
イ
ロ
ン
袋
を
地
下

鉄
車
内
に
持
ち
込
み
、
午
前
八
時
こ
ろ
、
ビ
ニ
ー
ル

傘
で
袋
を
突
き
刺
し
、
サ
リ
ン
を
発
散
さ
せ
て
、
乗

客
及
び
駅
職
員
一
二
人
を
殺
害
し
、
少
な
く
と
も
約

五
、三
〇
〇
人
を
負
傷
さ
せ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
教
団
に
よ
る
一
連
の
テ
ロ
事
件
の
捜
査
が

行
わ
れ
て
い
た
最
中
の
三
月
三
〇
日
、
出
勤
途
上
の

國
松
孝
次
警
察
庁
長
官（
当
時
）が
狙そ

撃
さ
れ
重
傷
を

負
う
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。
事
件
発
生
以
来
、
九

年
余
に
及
ぶ
捜
査
の
結
果
、
一
六
年
七
月
七
日
、
警

視
庁
が
、
殺
人
未
遂
容
疑
で
、
元
オ
ウ
ム
真
理
教
幹

部
ら
三
人
を
逮
捕
し
ま
し
た
（
併
せ
て
別
の
爆
発
物

取
締
罰
則
違
反
容
疑
で
元
オ
ウ
ム
真
理
教
幹
部
一
人

を
逮
捕
）。

（
注
）
逮
捕
さ
れ
た
被
疑
者
四
人
に
つ
い
て
は
、
七
月

二
八
日
に
処
分
保
留
で
釈
放
さ
れ
ま
し
た
が
、
警
視

庁
に
お
い
て
は
、
今
後
と
も
引
き
続
き
、
事
案
の
全

容
解
明
に
向
け
全
力
を
尽
く
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

２ 

事
件
の
反
省
と
教
訓

一　
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
へ
の
対
応

　

事
件
の
発
生
当
日
、
警
察
庁
は
対
策
室
を
設
置
す

る
と
と
も
に
、
警
視
庁
は
関
係
幹
部
、
機
動
隊
等
を

「地下鉄サリン事件」（平成７年３月20日、東京）（共同）



52

第二章  警備情勢の推移

53

第二章  警備情勢の推移

現
場
に
急
行
さ
せ
、
負
傷
者
の
救
出
・
救
護
、
駅
構

内
に
お
け
る
避
難
誘
導
及
び
雑
踏
整
理
等
を
実
施
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
防
衛
庁
・
自
衛
隊
に
対
し
て
、
化
学
の
専

門
要
員
の
派
遣
や
現
場
の
検
知
・
除
染
等
を
要
請
し
、

協
力
し
て
事
案
に
対
処
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
事
件
発
生
の
二
日
後
に
は
、
警
察
官
約

二
、五
〇
〇
人
に
よ
り
、教
団
施
設
に
対
す
る
一
斉
捜

索
を
実
施
し
、
以
後
、
全
国
警
察
を
挙
げ
た
捜
査
を

強
力
に
推
進
し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
教
団
施
設
内

に
潜
ん
で
い
た
松
本
被
告
の
検
挙（
平
成
七
年
五
月
）

を
始
め
、
主
な
教
団
幹
部
を
早
期
に
検
挙
し
、
テ
ロ

事
案
の
再
発
防
止
を
図
り
ま
し
た
。

二　
反
省
、
教
訓

　

し
か
し
、
教
団
に
よ
る
一
連
の
テ
ロ
は
、
警
察
に

多
く
の
反
省
、
教
訓
を
残
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
、

高
度
な
科
学
技
術
に
つ
い
て
の
知
識
不
足
、
都
道
府

県
警
察
の
管
轄
区
域
外
の
権
限
に
つ
い
て
の
制
限
、

そ
し
て
特
殊
な
閉
鎖
的
犯
罪
組
織
に
つ
い
て
の
情
報

不
足
が
、
大
き
な
反
省
教
訓
事
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ

ま
し
た
。

　

す
な
わ
ち
、「
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
」
及
び
そ
れ
に

先
立
つ
「
松
本
サ
リ
ン
事
件
」
で
は
、化
学
兵
器
で

あ
る
サ
リ
ン
が
、現
実
に
テ
ロ
の
手
段
と
し
て
使
用

さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、当
時
の
警
察
は
、サ
リ
ン
、Ｖ

Ｘ
ガ
ス
等
の
化
学
兵
器
の
性
質
、毒
性
、製
造
方
法
、

原
材
料
等
に
関
す
る
知
識
が
不
足
し
て
お
り
、こ
の

こ
と
が
捜
査
を
著
し
く
困
難
な
も
の
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、一
連
の
テ
ロ
は
、広
域
に
わ
た
っ
て
発
生
す

る
、
こ
れ
ま
で
に
例
を
み
な
い
大
規
模
か
つ
複
雑
な

事
案
で
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
警
察
法
で
は
、
都

道
府
県
警
察
が
管
轄
区
域
外
に
権
限
を
及
ぼ
す
た
め

に
は
、
自
ら
の
公
安
の
維
持
等
に
関
連
す
る
こ
と
を

明
確
に
認
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
た
め
、

「
公
証
役
場
事
務
長
逮
捕
・
監
禁
致
死
事
件
」
や
「
地

下
鉄
サ
リ
ン
事
件
」
が
発
生
す
る
以
前
に
は
、
警
視

庁
が
捜
査
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
な
ど
の
状
況
が

あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、発
足
時
は
一
介
の
ヨ
ガ
・
サ
ー
ク
ル
に
過

ぎ
な
か
っ
た
教
団
が
、
テ
ロ
組
織
に
変
質
し
た
こ
と

を
察
知
で
き
ず
、
テ
ロ
を
未
然
に
防
止
で
き
な
か
っ

た
こ
と
は
、
警
察
に
と
っ
て
大
き
な
反
省
教
訓
事
項

で
し
た
。

３ 

捜
査
・
分
析
体
制
の
整
備

一　
科
学
捜
査
体
制
の
強
化

　

化
学
兵
器
を
使
用
し
た
新
た
な
犯
罪
に
的
確
に
対

処
す
る
た
め
、
科
学
警
察
研
究
所
の
組
織
体
制
及
び

分
析
機
器
の
整
備
を
図
り
、
鑑
定
方
法
等
の
研
究
・

開
発
を
進
め
ま
し
た
。
ま
た
、
捜
査
・
鑑
識
能
力
、

科
学
的
知
識
を
兼
ね
備
え
た
捜
査
員
を
確
保
す
る
た

め
、
地
方
警
察
官
の
増
員
を
行
う
と
と
も
に
、
専
門

的
知
識
・
技
能
を
有
す
る
捜
査
員
の
育
成
を
図
る
な

ど
、
捜
査
分
析
体
制
を
緊
急
に
整
備
し
ま
し
た
。
あ

わ
せ
て
、
現
場
活
動
を
行
う
警
察
官
の
身
体
を
防
護

す
る
た
め
の
生
化
学
防
護
服
等
を
配
備
し
ま
し
た
。

二　
広
域
組
織
犯
罪
等
へ
の
対
処
体
制
の
整
備

　

ま
た
、
平
成
八
年
六
月
に
は
、
警
察
法
を
改
正

し
、
広
域
組
織
犯
罪
等
を
処
理
す
る
た
め
、
必
要
な

限
度
に
お
い
て
、
都
道
府
県
警
察
が
そ
の
管
轄
区
域

外
に
権
限
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
あ
わ
せ
て
、
広
域
組
織
犯
罪
等
に
対
処
す
る

た
め
の
警
察
の
態
勢
に
関
し
、
警
察
庁
長
官
が
都
道

府
県
警
察
に
対
し
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

三　
特
殊
組
織
犯
罪
対
策
の
推
進

　

一
方
、
情
報
の
収
集
・
分
析
体
制
を
強
化
す
る
た

め
、
平
成
八
年
五
月
、
警
察
庁
に
特
殊
組
織
犯
罪
対

サティアンの捜索に従事する警察官
（平成７年３月、山梨）
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策
室
を
新
設
し
、
将
来
テ
ロ
を
行
う
な
ど
公
共
の
安

全
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
集
団
や
動
向
を
早
期
に

把
握
す
る
た
め
、
情
報
収
集
及
び
分
析
、
所
要
の
犯

罪
捜
査
の
推
進
等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
警
察
に
対

す
る
指
導
調
整
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
一
三
年
度
の
組
織
改
編
に
お
い
て
、
特

殊
組
織
犯
罪
対
策
室
を
廃
止
し
、
新
た
に
、
同
対
策

を
担
当
す
る
長
官
官
房
参
事
官
を
設
け
、
諸
対
策
を

更
に
強
力
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

４ 

新
た
な
テ
ロ
へ
の
対
応

一　
生
物
化
学
テ
ロ
対
処
体
制
の
強
化

　

以
上
の
よ
う
な
、
警
察
に
お
け
る
緊
急
の
対
応
と

と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
危
機
管
理
と
呼
ば
れ
る
緊
急
事

態
へ
の
対
処
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
政
府
全
体
と
し

て
の
検
討
が
逐
次
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
、
平
成

一
三
年
九
月
の
「
米
国
に
お
け
る
同
時
多
発
テ
ロ
事

件
」
以
降
の
情
勢
の
中
で
、
生
物
化
学
テ
ロ
へ
の
対

処
を
含
む
テ
ロ
の
未
然
防
止
と
発
生
時
の
的
確
な
対

応
を
行
う
た
め
の
体
制
が
、
制
度
面
、
装
備
面
、
あ

る
い
は
、
関
係
機
関
や
専
門
家
と
の
連
携
等
、
各
方

面
で
整
備
強
化
さ
れ
ま
し
た
。

二　
国
際
協
力
の
推
進

　
「
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
」（
平
成
七
年
三
月
）
後
、

多
く
の
国
々
か
ら
教
団
や
一
連
の
テ
ロ
事
件
に
関
す

る
情
報
提
供
の
依
頼
が
我
が
国
に
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。こ
れ
を
受
け
、我
が
国
の
経
験
を
各
国
と
の
間
で

共
有
し
、
国
際
的
な
テ
ロ
対
策
の
推
進
に
貢
献
す
る

た
め
、
警
察
庁
を
中
心
に
、
積
極
的
な
対
応
を
行
っ

て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

三　
テ
ロ
組
織
の
規
制

　

教
団
に
対
し
て
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
が
、
平
成

七
年
一
〇
月
、
宗
教
法
人
法
に
基
づ
く
解
散
命
令
を

決
定
（
八
年
一
月
確
定
）
し
、
ま
た
、
八
年
三
月
、

破
産
を
宣
告
（
同
年
五
月
確
定
）
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
同
年
七
月
に
公
安
調
査
庁
長
官
が
行
っ
た

破
壊
活
動
防
止
法
に
よ
る
解
散
指
定
処
分
の
請
求
に

対
し
て
は
、
九
年
一
月
、
公
安
審
査
委
員
会
が
、
こ

れ
を
棄
却
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
一
一
年
一
二
月
に
は
、
無
差
別
大
量

殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
団
体
規
制
法
）
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
同
法
に
基

づ
き
、
公
安
審
査
委
員
会
は
、
一
二
年
一
月
、
教
団

に
対
す
る
観
察
処
分
を
決
定
し
、
さ
ら
に
、
一
五
年

一
月
に
、
三
年
間
の
期
間
更
新
を
決
定
し
ま
し
た
。

５ 

国
民
に
不
安
を
与
え
た

　

 「
パ
ナ
ウ
ェ
ー
ブ
」

　

平
成
一
五
年
四
月
、「
パ
ナ
ウ
ェ
ー
ブ
」
の
異
様

な
活
動
状
況
等
を
マ
ス
コ
ミ
が
広
く
報
道
し
た
こ
と

で
住
民
の
不
安
が
高
ま
り
、
地
域
住
民
に
よ
る
車
列

の
侵
入
阻
止
行
動
等
に
発
展
し
ま
し
た
。
こ
の
集
団

は
、
六
年
こ
ろ
か
ら
「
会
長
が
左
翼
勢
力
か
ら
ス
カ

ラ
ー
波
（
電
磁
波
）
攻
撃
を
受
け
て
い
る
」
な
ど
と

主
張
し
、
白
装
束
の
異
様
な
外
観
で
西
日
本
の
山
間

部
を
中
心
に
車
列
を
組
み
、
電
磁
波
の
発
生
源
を
調

査
し
て
き
た
集
団
で
す
。
こ
れ
ま
で
も
、
調
査
の
過

程
で
道
路
を
不
法
占
拠
す
る
な
ど
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発

生
し
て
い
ま
し
た
。

　

警
察
は
、
こ
れ
ま
で
も
必
要
に
応
じ
、
警
告
・
検

挙
等
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
住
民
の
不
安
を
解

消
す
る
た
め
、
情
報
収
集
を
強
化
す
る
と
と
も
に
違

法
行
為
に
対
す
る
厳
正
な
取
締
り
を
推
進
し
、
一
五

年
五
月
以
降
一
六
年
二
月
ま
で
に
暴
力
行
為
等
処
罰

ニ
関
ス
ル
法
律
違
反（
集
団
的
暴
行
）等
四
件
で
二
五

人
を
検
挙
し
ま
し
た
。

ＮＢＣテロ対応専門部隊の訓練




